
平成２４年度 児童福祉週間標語募集 

応募は 
裏面 
うらめん 

おうぼ  

へ い   せ い         ね ん   ど       じ     ど う      ふ く          し         しゅう     か ん     ひょう        ご           ぼ        しゅう  

児童福祉週間とは？ 
    子どもたちがいきいきと元気に幸せに育
つためにはどうしたらいいかということをたく
さんの人が考えたり、このような考え方をたく 
さんの人に知ってもらうために、国では毎年
５月５日の「こどもの日」から１週間を          
「児童福祉週間」として国民のみなさんに 
知らせています。 
  

最優秀作品に選ばれた標語は 
    児童福祉週間のポスターや 

            イベントで使われます 

 〈H２３年度最優秀作品〉 
 おいでおいで  

みんなで一緒に遊ぼうよ 

 

“平成２３年度こどもの城 
「こいのぼりがいっぱい！」の様子から” 


